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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】排煙脱硫装置および排煙脱硫方法
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、海水法による排煙脱硫装置に関し、装置内において気体中の目的成分を選択
的に吸収する海水と排ガスとを接触させ、その目的成分を海水中に拡散させる吸収処理を
行う海水法排煙脱硫装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば発電設備から排出される燃焼排ガスには硫黄酸化物が含まれているため、排ガ
スを大気中に排出する前にこれを除去する必要がある。排ガスから硫黄酸化物を除去する
ための設備としては、スプレー式吸収塔、多孔板式吸収塔、充填塔式吸収塔などが一般に
知られている。これらの設備の中で多孔板としてクボタ化水株式会社製の「モレタナ」を
使用した多孔板式吸収塔（モレタナ式吸収塔）は、当該多孔板上で排ガスと接触液を接触
させることで、排ガス中の硫黄酸化物を除去する装置であり、他の吸収塔と比べて硫黄酸
化物の除去性能が高いという長所がある。
【０００３】
　多孔板式吸収塔に使用される接触液には、水酸化ナトリウム、水酸化マグネシウム、水
酸化カルシウム、炭酸カルシウム、海水等の接触液を使用するものなどが一般に知られて
いる。これらの接触液の中で海水を使用する方法は、他の方法と比べて副生成物がなく、
硫黄酸化物を吸収した海水は、海へ放流できるという長所がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００１－１２９３５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　多孔板式吸収塔では、上方から降下した海水と下方から上昇した排ガスが多孔板上で向
流接触する。当該多孔板上で海水と排ガスが混合することによって、排ガス中の硫黄酸化
物が除去される。
　多孔板上または充填物表面で海水と効率よく接触させることは、排ガスの処理効率（脱
硫効率）を高めるためにきわめて重要なことである。
【０００６】
　ところが、本発明者らは、多孔板式吸収塔の長期間の運転を行うと、運転時間の経過に
伴って、運転効率が低下する事実が知見された。さらに、その原因を追及して行くと、２
枚貝（例えばイガイ目イガイ科の２枚貝であるムラサキイガイ（Mytilus galloprovincia
lis）、ミドリイガイ（Perna viridis）等）、固着生物（フジツボ等）等の海生生物が装
置内に侵入し、吸収塔内部に留まるが理由であることを知見した。
【０００７】
　排煙脱硫設備に使用する海水は、海水取水口にスクリーンを設置することで、海生生物
や異物の流入防止を図っている。しかし、一部の貝（ムラサキイガイ、ミドリイガイ、　
等）の幼生・稚貝の大きさは６０～３００μｍと極めて小さく、容易にスクリーンを通過
する。これらは、吸収塔への海水供給する配管内面で付着・成長し、死後離脱した貝が吸
収塔内に混入することで、インターナルの閉塞を引き起こす。
　実際、本発明者らは、長期間運転した排煙脱硫設備のモレタナ上には、死後離脱した貝
の欠片の大きな堆積物すら観察されることに、大いに驚いた次第である。
【０００８】
　従って、本発明の主たる課題は、充填物上に多孔板を設け、その多孔板の各開口を通し
て充填物上に液を供給することによって、充填物に対する海水の分散性を高め、被処理ガ
スの吸収処理効率、または海水中からの放散処理効率を高めることにある。
　他の課題は、充填物の流路全体に海水を分散供給できるようにすることにより、被処理
ガスの高い処理効率を確保することにある。
　さらに、海水法特有の課題として、海生生物の装置内への侵入に伴う、接触効率の低下
を防止することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは多孔板上または充填物表面で海水と効率よく接触させることが、排ガスの
接触効率（脱硫効率）を高めるために重要であるとの知見に基づいた。さらに排ガスの処
理効率を高めるために、充填物上に多孔板を設け、その多孔板の各開口を通して充填物上
に海水を供給すると、充填物に対する海水の分散性が高まり、排ガスの接触効率が高まる
との新しい知見を得た。
【００１０】
　かかる知見に基づく本発明は、竪向きの塔内に、横断面に関し実質的に均等な断面を有
する流通路を有する規則充填物を設け、これより下方において塔内にガスを吹込み、塔内
を吹き上がるようになし、
　前記規則充填物上方に実質的に均等配置の多数の開口を有する多孔板を設け、その多孔
板の上方に多孔板上面に対し海水を分散供給する海水分散供給手段を設け、
　吹き上がる被処理ガスと、下降する海水とを気液接触させ、被処理ガスを処理するよう
にしたことを特徴とする排煙脱硫装置である。
【００１１】
　本発明に従って、規則充填物上に多孔板を設け、その多孔板の各開口を通して規則充填
物上に海水を供給することによって、充填物に対する海水の分散性が高められ、ガスの接
触効率を高めることができる。
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【００１２】
　他方、海水分散供給手段は、供給管とこれに連通する多数の下向きの供給ノズルを含み
、海水を多孔板に供給するもので、供給ノズル開口の少なくとも一部が前記多孔板の開口
と鉛直方向に一致していると、多孔板の開口を通して規則充填物の流路に対して供給する
海水の流れを形成でき、塔の横断面全体としてみれば、実質的に均一なものとなり、結果
として、充填物の流路全体に液を分散供給できるようになる。したがって、ガスとの高い
接触効率を示す気液接触装置が得られる。
　他方、海水分散供給手段は、供給管とこれに連通する多数の下向きの供給ノズルを含み
、供給ノズルは２個／ｍ2～４個／ｍ2の割合で均等分散配置されている構造のものを使用
できる。
　また、海水分散供給手段の供給ノズル径は５０～１５０ｍｍ、特に６５～１２５ｍｍで
あるのが好ましく、ノズルの断面積は０．００２～０．０１８ｍ2／個が望ましい。さら
に、供給ノズル１個からの流下投影面積中に多孔板の開口が６個～１３５個、特に１３～
６５個有することが好ましい。　
【００１３】
　本発明は、さらに、竪向きの塔内に、横断面に関し実質的に均等な流通路を有する規則
充填物を設け、これより下方において塔内にガスを吹込み、塔内を吹き上がるようになし
、前記規則充填物上方に実質的に均等配置の多数の開口を有する多孔板を設け、その多孔
板の上方に多孔板上面に対し海水を分散供給する海水分散供給手段を設け、
　吹き上がる前記ガスと、下降する海水とを気液接触させ、被処理ガスを処理することを
特徴とする排煙脱硫方法を提供する。
【００１４】
　この海水法排煙脱硫方法においても、海水を多孔板に供給する海水分散供給手段は、供
給管とこれに連通する多数の下向き供給ノズルを含み、供給ノズル開口の少なくとも一部
が前記多孔板の開口と鉛直方向に一致していることが望ましい。
　これに対向する、多孔板の開口径は、５～２０ｍｍφ、特に８～１２ｍｍφであるのが
好ましく、かつ、開口率は２５～６０％、特に３０～４０％であるのが望ましい。
　多孔板の開口数は、３０００個／ｍ2～７８００個／ｍ2であるのが望ましい。
【００１５】
　供給ノズル先端の流速が１．０～３．０ｍ／秒、特に１．５～２．５ｍ／秒であるのが
望ましい。
【００１６】
　塔内に吹込まれ吹き上がる前記ガスの空塔速度を２．０ｍ／秒～３．２ｍ／秒とし、前
記規則充填物直上での海水の流下速度が２．０ｍ／秒以上であるのが好適である。
【００１７】
　前記規則充填物の高さ方向中間には、下方から吹き込まれるガスの斜め流通路を多数有
し、かつ、少なくとも上端部に、前記斜め流通路を通る斜め上昇ガスを竪向きに上昇させ
る流通路を有する形態は望ましい。
　前記規則充填物の高さ方向流通路の最小通過径が１０～３０ｍｍであるのが望ましい。
【００１８】
　以上が本発明の概要であり、種々の実験及び長期間に亘る運転により得た知見に基づく
技術的事項である。
【００１９】
　前述のように、海生生物の装置内への侵入に伴う、接触効率の低下を防止すること抜き
に運転効率の安定化は図れない。本発明者らは、海生生物の幼生・稚貝の大きさは６０～
３００μｍであり、吸収塔への海水供給する配管への侵入を防止できないとして、これを
許容する観点から運転効率の低下を防止する手法を探求した。
【００２０】
　ここで本発明者らは、装置内で運転効率低下をもたらす原因となる海生生物としてイガ
イなどの２枚貝に着目した。ここで２枚貝とは、例えばイガイ科イガイ目に属するムラサ
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キイガイ、ミドリイガイ、ヨーロッパイガイなどである。例えばムラサキイガイ・ミドリ
イガイの成体の大きさは、約３０～５０ｍｍである。そこで、この種の貝類を、多孔板上
面に対し海水を分散供給する海水分散供給手段の供給管及び供給ノズルを通すようにし（
通す口径とし）、主に多孔板上で捕捉するようにする発想で、装置設計を行ないかつ運転
を行うようにした。
　しかし、貝類には、幼生など小さいもの、あるいは配管中で割れるなどして微小化した
ものもある。そこで、多孔板の開口を通った小径分は、規則充填物の流通路を通して落下
させるようにする。
　さらに多孔板上で捕捉された貝類は、多孔板上に形成された海水による液層中で下方か
ら吹き上がるガスによってバブリングされ、貝類が多孔板の開口を塞がない、あるいは詰
まることがない遊動状態にすることが重要であることを知見したのである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、規則充填物上に多孔板を設け、多孔板の各開口を通して規則充填物上
に海水を供給することによって、規則充填物に対する海水の分散性が向上し、ガスとの接
触効率を高めることができる。
　また、海生生物の装置内への侵入に伴う、接触効率の低下を防止することができ、接触
効率の向上と長時間の安定した運転の両者を達成できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の排煙脱硫装置の設置例である。
【図２】本発明の排煙脱硫装置例の立面図である。
【図３】比較例の気液接触装置の概要を示す立面図である。
【図４】本発明の排煙脱硫装置の概要を示す他の例の立面図である。
【図５】図１の要部拡大図である。
【図６】流下速度分布例の説明図である。
【図７】規則充填物例の説明図であり、（ａ）は斜視図、（ｂ）はその波板要素の組立図
である。
【図８】装置例の縦断面図である。
【図９】平面で示す海水分散管とノズル配置例の説明図である。
【図１０】他の海水分散供給手段例を示す斜視図である。
【図１１】供給ノズルと多孔板の開口との大きさ関係例を示す平面的説明図である。
【図１２】他の規則充填物例を示す斜視図である。
【図１３】当該他の規則充填物例を使用した場合の流下速度分布例の説明図である。
【図１４】多孔板の開口形状を変更したことに伴う多孔板から規則充填物への流下速度分
布例の説明図である。
【図１５】多孔板の配置を変更したことに伴う多孔板から規則充填物への流下速度分布例
の説明図である。
【図１６】多孔板の開口径を変更したことに伴う多孔板から規則充填物への流下速度分布
例の説明図である。
【図１７】本発明のその他の設置例である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の排煙脱硫装置の好ましい実施形態について、図面を参照しながら説明す
る。なお、以下の好ましい実施形態の説明は、本質的な例示に過ぎず、本発明の適用ある
いはその用途を制限することを意図するものではない。
【００２４】
　図１は、本発明にかかる排煙脱硫装置を使用した排ガス処理設備を示す。
　火力発電所等から排出された燃焼排ガスを供給する排ガスファン５１と、排ガスファン
５１から供給された排ガスを処理する海水法排煙脱硫装置５０、海水法排煙脱硫装置５０
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で硫黄を除去されたガスを排出する煙突５２、海水法排煙処理装置５０に海水を供給する
海水供給ポンプ５３、海水中の海生生物を除去するスクリーン５４、および海水供給配管
５５からなる。海水供給ポンプ５３により供給される海水中に海生生物が含まれている。
これらの海生生物のうち、スクリーン５４で除去しきれない小さな幼生などが海水供給配
管５５中に付着し成長する。
　海水法排煙脱硫装置５０下部の海水は、排水処理設備５６において別途供給される海水
５７と混合されたのち、曝気ブロワ５８による曝気処理を受け、海洋の海水中に排水され
るものである。
【００２５】
　図２は、たとえば図１の海水法排煙処理装置５０として適用される、本発明にかかる排
煙脱硫装置の第１の実施の形態の立面（断面）図である。
【００２６】
　排煙脱硫装置の基本構成要素としての、気液接触塔１の下部側面には、排ガス（たとえ
ば発電設備における廃熱ボイラーからの燃焼排ガス）Ｇを供給する供給口２が設けられて
いる。また、気液接触塔１の上面には、気液接触塔１内での処理を経た処理排ガスＴＧを
排気する排気口６が設けられている。
【００２７】
　また、気液接触塔１の上部には、接触液である新鮮な海水ＳＷを気液接触塔１内へ導く
ための供給管３と、当該供給管３と接続され、供給された新鮮な海水ＳＷを気液接触塔１
内下方へ噴射させるための多くのノズル４が設けられている。
　なお、本実施例において「新鮮な海水」ＳＷとは、代表例は海から導いた海水のことで
あり、後述する気液接触塔１内の多孔板５上で行われる吸収処理後の硫黄酸化物を含む海
水と区別される。新鮮な海水は、前記のように海から直接取水したもの以外にも、ボイラ
ー設備の復水器（コンデンサ）から出る使用済み冷却水や、海水脱塩設備から出るブライ
ンを使用可能である。
【００２８】
　この第１の実施の形態では、供給管３及びノズル４が、本発明の海水分散供給手段を構
成している。供給ノズル４の出口の形状は、丸形、角形、多角形など限定されないが、丸
形が好ましい。なお、供給ノズル４の口径は、５０～１５０ｍｍ、特に６５～１２５ｍｍ
であるのが好ましい。供給ノズル４の口径は、形状が、角形、多角形の場合、開口の最大
長さを指す。新鮮な海水ＳＷ中には、貝や海藻などの固形物が含まれることがあり、ノズ
ルを閉塞させる原因となる。そこでノズル４の口径を５０ｍｍ以上とすることにより貝類
を通過させ、ノズル閉塞を防止しつつ、海水を噴射することができる。供給管３の口径も
、５０ｍｍ以上であることが望ましい。
【００２９】
　さらに、気液接触塔１の供給管３及びノズル４の下方には、開口率が好適には２５～６
０％、特に３０～４０％の多孔板（たとえばモレタナ）５が設けられている。
　多孔板には、開口５ａが３０００個／ｍ2～７８００個／ｍ2 の範囲で形成される。
　多孔板の開口形状は、丸形、角形、多角形など限定されないが、丸形が好ましい。多孔
板の開口口径は、５～２０ｍｍ、特に８～１２ｍｍであるのが好ましい。開口口径は、形
状が、角形、多角形の場合、開口の最大長さを指す。５～２０ｍｍとすることで、海水分
散供給手段から噴射された新鮮な海水中に含まれる貝などの夾雑物が多孔板の開口から規
則充填物上に、安易に落下し、他方で多孔板５で長期に滞留することを防止することがで
きる。このように海水分散供給手段のノズル口径より多孔板上の開口口径を小さくするこ
とで、海水中に含まれる夾雑物（特に貝類）を多孔板上で捕集することが可能となる。な
お、捕集した夾雑物は、運転停止時に除去することができる。
【００３０】
　従来例の海水を用いた排煙脱硫装置の多くは、単に、多孔板（モレタナ）５を高さ方向
に複数段設けた構造であり、規則充填物（「構造充填物」とも呼ばれる。structured pac
king）は設けられていない。
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　他方、気液接触装置として、規則充填物を設け、その上方から海水を噴霧するものも知
られている。
　本発明においては、両者を併用するもので、多孔板５の下方に、規則充填物２０を設け
るものである。２１は、規則充填物２０の底面を支持する多孔支持部材である。規則充填
物は、一段に限定されず、複数段とするのが接触効率を高めるために望ましい。
【００３１】
　気液接触塔１下部側面に設置された前記供給口２から供給された排ガスＧは、気液接触
塔１内を上方へ向かって、規則充填物２０の流路及び多孔板５の開口を順に移動する。
　他方、新鮮な海水ＳＷが、供給管３を通じて供給ノズル４に供給される。なお、供給管
３は、気液接触塔１の下方に貯留された硫黄酸化物を吸収した海水の一部を供給する配管
とも連結されており、運転に応じて海水を循環使用することができる。気液接触塔１上部
に設けられた供給ノズル４から下方へ噴射された新鮮な海水ＳＷは、排ガスＧと、気液接
触塔１内中部に設けられた多孔板５上及び規則充填物２０の上端及び流路内で向流接触す
る。当該向流接触によって、排ガス中に含まれる硫黄酸化物は新鮮な海水ＳＷに吸収され
、排ガス中から除去される。排ガス中の硫黄分を吸収した硫黄酸化物は、気液接触塔１の
下方に設けられた排出口から流路を介して排水処理設備に送られる。
　このとき、排ガスＧの流量Ｇ（ｋｇ／ｍ2 ・ｈｒ）と新鮮な海水ＳＷの流量Ｌ（ｋｇ／
ｍ2 ・ｈｒ）の比（Ｌ／Ｇ）は、３以上、好ましくは４～１５である。
　硫黄酸化物が除去された処理排ガスＴＧは、気液接触塔１上部に設けられた排気口６か
ら排気される。また、硫黄酸化物を吸収した海水は、気液接触塔１内下方へ降下する。
【００３２】
　本発明においては、竪向きの塔内に、横断面に関し実質的に均等な流通路を有する規則
充填物２０を設け、これより下方において、塔内に被処理ガス（たとえば排ガスＧ）を吹
込み、規則充填物２０上方に実質的に均等配置の開口を有する多孔板５を設け、その多孔
板５の上方に多孔板５上面に対し分散した状態で液を供給する海水分散供給手段３，４を
設け、塔内を吹き上がる被処理ガスと下降する海水とを気液接触させ、被処理ガスを処理
するものである。
【００３３】
　かかる形態によれば、海水分散供給手段３，４から供給された海水は、多孔板５上で面
方向に拡散しながら、各開口５ａ，５ａ…を通り、規則充填物２０の各流路２０ａ，２０
ａ…を下方に通り抜ける。したがって、多孔板５を設けないで、海水分散供給手段３，４
から海水を、規則充填物２０の各流路２０ａ，２０ａ…に直接流下させる場合に比較して
、海水の分散性が高まるので、気液接触効率が高いものとなる。
【００３４】
　また、本発明においては、多孔板５上での気液接触だけでなく、海水分散供給手段３，
４から供給された海水を、規則充填物２０の各流路２０ａ，２０ａ…に流下させ、気液接
触を図るものである。
　したがって、規則充填物２０の高さ方向に長い通路をもった各流路２０ａ，２０ａ…を
通り抜ける過程でも気液接触するので、気液接触の時間が長いものとなり、この観点から
も気液接触効率が高いものとなる。
【００３５】
　しかるに、海水分散供給手段３，４から供給された海水を、規則充填物２０の各流路２
０ａ，２０ａ…に流下させ、気液接触を図る場合、たとえばノズル４を多数配置しないと
、海水が通らない流路２０ａを生じる危険性がある。
　一方、ノズル４を多数配置するとなると、海水分散供給手段３，４のコストが高いもの
となる。しかしながら、本発明では、各供給ノズル４から海水を供給する際に、予め海水
の供給位置を多孔板５上で面方向に拡散した状態に位置設定しておくことにより、規則充
填物２０に分散供給が可能であり、その各流路２０ａ，２０ａ…を円滑に下方に通り抜け
るようにしてある。その結果、ノズル４の配設個数を少なくしたとしても、十分な海水の
拡散性が確保される。
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【００３６】
　吹き上がる被処理ガスに対し、図２の例では、本発明の構成、すなわち規則充填物、開
口を有する多孔板及び海水を供給する海水分散供給手段を設けたが、同構成を高さ方向に
間隔を置いて複数段設けることもできる。
　図４の例は、規則充填物及び海水を供給する海水分散供給手段を設け、さらに、その上
方に規則充填物、開口を有する多孔板及び海水を供給する海水分散供給手段を設けた例を
示した。図４の例では、上段での海水を供給する海水分散供給手段及び多孔板によって、
上段の規則充填物には均一に海水が流下するようになっているので、あえて、下段に開口
を有する多孔板を追加設置する必要がなく、かつ、圧力損失の防止を図る意味もある。
【００３７】
　次に以下の実験条件に基づいて気液接触効率に関する比較実験を行った。
実験装置：吸収塔寸法１５００ｍｍ×１５００ｍｍで高さ３０００ｍｍ
充填物：樹脂製規則充填物（３００ｍｍ高さ／モジュール）
充填高さ：１段積み
供給ガス流量：２４，０００ｍ3／Ｈ
供給ガス成分：空気
供給液流量：１４４ｍ3／Ｈ
＜実験１＞：規則充填物上方に多孔板なし（図３の構成）
＜実験２＞：規則充填物上方に多孔板あり（図２の構成）
　本実験結果に基づいて所定の気液接触効率を得るために必要なノズル個数を算出した。
　算出結果によると実験１の場合には、ノズルを約２０個／ｍ2配置する必要があったも
のに対し、実験２の場合には、ノズルは約４個／ｍ2の配置で足りることを知見した。
【００３８】
　次に吸収塔の他の実施例を図８及び図９に示す。この例においても、海水分散供給手段
３，４は高さ方向に複数設けることもできる。図９は　海水分散供給手段の平面図である
。本構造の海水分散供給手段は、図８に示すように外部から供給された海水を運ぶ供給管
３と、これに連通する多数の下向き供給ノズル４が設けられている。供給管３は、吸収塔
本体の下方側面の供給液供給ノズルＸと連通し、吸収塔本体の平断面の中心に向かって水
平に延び、中心付近から上方に延伸する。また、吸収塔内に充填された規則充填物の上方
まで延伸したのち、水平方向に分岐し、分岐した各配管に下向き供給ノズル４が設けられ
る。
【００３９】
　供給ノズルは、１個／ｍ2～１００個／ｍ2の割合で分散配置される構造が好ましく、よ
り好ましくは２個／ｍ2～６個／ｍ2の割合で供給管に配置される。供給ノズル数を過度に
多くすると、海水分散供給手段の重量が増加することとなる。特に海水分散供給手段は吸
収塔の上方に設置されるため、吸収塔全体の重心が高くなり、大型の基礎が必要となるな
ど、装置全体が大型化する恐れがある。
　また、海水分散供給手段の他の例として、図１０に示すように、上方開口管路と、その
側壁に形成された流出堰開口を含み、前記堰開口は２個／ｍ2～５０個／ｍ2の割合で分散
配置されている構造のものでもよい。
【００４０】
　気液接触塔１下部側面に設置された前記供給口２から供給された排ガスＧは、気液接触
塔１内を上方へ向かって、多孔支持部材２１（図８参照）の開口、規則充填物２０の流路
及び多孔板５の開口を順に移動する。
　他方、気液接触塔１上部に設けられた供給ノズル４から下方へ噴射された新鮮な海水Ｓ
Ｗは、排ガスＧと、気液接触塔１内中部に設けられた多孔板５上及び規則充填物２０の上
端及び流路内で向流接触する。当該向流接触によって、排ガス中に含まれる硫黄酸化物は
新鮮な海水ＳＷに吸収され、排ガス中から除去される。図８に示すように、好適にはノズ
ル４の上方には、処理された排ガスＧ中のミストを除去するエリミネ－タ２２が設けられ
ている。
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【００４１】
　海水法排煙脱硫装置の場合、必要なガス処理量と装置サイズとの関係で、塔１内を吹き
上げる被処理ガスの空塔速度が２．０ｍ／秒～３．２ｍ／秒にするのが望ましい。
　この要因によって、新たな問題を生じる。すなわち、当初、本発明者らは、海水分散供
給手段３，４から流出させた海水は最終的に多孔板５上で分散するので、ノズルの向きは
上向きに流出させるようにしてもよいのではないかと考えた。
　しかし、上昇するガスの空塔速度が速いので、多孔板上方の横断面において、少しでも
ガスの偏流が生じていると、海水がガスの偏流に影響されて横断面に関し偏って流下する
ようになることが知見された。
　よって、海水は、供給ノズルを下向きに設置し、供給することが望ましい。海水法排煙
脱硫装置として適用する場合、規則充填物２０直上での海水の流下速度は２．０ｍ／秒以
上、特に２．５ｍ／秒以上にするのが望ましい。
【００４２】
　本発明者らは、さらに種々検討した結果、図６に示すように、海水分散供給手段４によ
り供給される多孔板５上面に対して流下する多くの液流（の中心）が、多孔板５の開口５
ａ中心と鉛直方向に実質的に一致しているのが望ましいことを知見した。
　海水分散供給ノズル４から流下する海水は、多孔板５上で跳ね返ったりしながら、面方
向に拡散する。通常、排ガスＧの流量Ｇ（ｋｇ／ｍ2 ・ｈｒ）と新鮮な海水ＳＷの流量Ｌ
（ｋｇ／ｍ2 ・ｈｒ）の比（Ｌ／Ｇ）は、４～１５であることから海水多孔板５上で液層
を形成する。このときの液層の深さは、排ガスＧの供給が無い状態で５ｍｍ～２００ｍｍ
である。また、液層は、排ガスの上昇によって激しく流動化する。さらに、貝類などの夾
雑物を流動化させながら、多孔板５の開口５ａの閉塞防止する。
　しかるに、多孔板５上面に対して海水分散供給ノズル４から流下する液流の位置が、多
孔板５の開口５ａ位置と鉛直方向に実質的に一致していると、その流下液の運動エネルギ
ーが上昇するガスエネルギーに対して明確に優勢となる。
　その結果、図６に示す流下速度分布のように、多孔板５の開口５ａ中心と鉛直方向に実
質的に一致している位置において、ピークを示す。
　そして、流下速度分布がある横断面において、多数のピークを示すと、そのピーク位置
においては、流下液の運動エネルギーが、上昇ガス流れに対して遙かに優勢なのであるか
ら、あたかも、当該開口５ａから液の流下が始まるような形態となり、規則充填物２０の
流路２０ａ内に確実に液が流入するようになる。しかも、多孔板５から各開口５ａ位置の
みでなく、分散して状態で液が流下するから、規則充填物２０の各流路２０ａ内に分散し
て流下するようになり、きわめて好適な形態となる。
【００４３】
　規則充填物２０の高さ方向流通路の最小通過径が１０～３０ｍｍが好ましい。多孔板５
上で浮動している夾雑物の一部は、開口５ａを通して落下させ、規則充填物２０内を通り
、下端から流下させるので望ましい。このために、次述する規則充填物２０の斜め流通路
２０Ａ、流通路２０Ｂ及び流通路２０Ｃの最小通過径が１０～３０ｍｍが好ましいのであ
る。この最小通過径が１０～３０ｍｍは、多孔板の開口径は５～２０ｍｍφとの関係が大
いにあるが、夾雑物の多くは多孔板５上で浮動・滞留状態にあるので、多孔板の開口を通
過した夾雑物を円滑に流下させる径として設定されるものである。
【００４４】
　海水分散供給手段は、供給管３とこれに連通する多数の下向きの供給ノズル４を含み、
供給ノズルは２個／ｍ2～５０個／ｍ2の割合で分散配置されているものを例として挙げる
ことができる。なお、海水分散供給手段の供給ノズル口径は、５０ｍｍ～１５０ｍｍであ
り、より好ましくは、６５ｍｍ～１２５ｍｍである。
　図１１に供給ノズル４口径と多孔板５の開口５ａとの大きさ、および供給ノズル４口径
１個に対する流下投影面積上の多孔板５の開口５ａの位置関係例を図示した。
　１つの供給ノズル４の流下投影面積中に多孔板の開口が６個～１３５個が含まれる位置
関係が好ましく、特に１３～６３個が含まれる位置関係がより好ましい。図１１には約１
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３個の例で示されている。１つの供給ノズル４の流下投影面積中において多孔板の開口が
複数含むよう配置されているため、供給ノズル４の下に位置する多孔板５の開孔５ａの一
つが閉塞したとしても残る開口５ａの少なくとも１つは、流下速度のピークを示すことと
なるため、確実に規則充填物２０へ海水を供給することができる。
【００４５】
　他方、海水分散供給手段は、図１０に示すように、上方開口管路４０と、その側壁４０
Ａに形成された流出堰開口４０Ｂを含み、堰開口４０Ｂは２個／ｍ2～５０個／ｍ2の割合
で分散配置されている形態などでもよい。
【００４６】
　本発明の規則充填物としては、たとえば、図７に示した規則充填物２０を使用でき、こ
れについて説明すると、波の頂き方向が９０度相互に異なる波板Ａと波板Ｂとを多数枚交
互に積層配置し、これによって連続方向が９０度異なる流路を多数形成したものである。
なお、交差角度は他の角度（たとえば４５や６０度など）でもよいし、流路が傾斜してい
ないものも使用できるのである。
　かかる適宜の容積サイズとして規則充填物２０は、塔１内に敷き詰め、この敷き詰めは
１段又は適宜の複数段をもって行なうことができる。規則充填物２０の敷き詰めに際して
は、流路方向がよりランダムになるように、単一の規則充填物２０ごとに方向性を変更す
ることができる。
【００４７】
　他方、図１２及び図１３に示すように、規則充填物２０の高さ方向中間には、下方から
吹き込まれるガスの斜め流通路２０Ａを多数有し、かつ、少なくとも上端部に、前記斜め
流通路２０Ａを通る斜め上昇ガスを竪向きに上昇させる流通路２０Ｂを有する形態とする
ことができる。下端部にも、竪向きに上昇案内させる流通路２０Ｃを設けることができる
。
【００４８】
　かかる態様の場合、前述のように、吹き込まれるガスが鉛直に規則的に上昇するので、
下降する海水の偏流も防止できる。当該他の規則充填物例を使用した場合の流下速度分布
例を図１３に示した。
　規則充填物としては、挙示の例に限定されず、市販の又は公知の種々の規則充填物を使
用できる。
【００４９】
　なお、供給ノズル４の海水の流下筒部分と多孔板の開口５ａとの関係として、図１４の
ように下拡大の開口５ａとする、図１５のように供給ノズル４直下の開口５ａ数を減らす
、図１６の供給ノズル４直下の開口５ａ径を小さくするなどの手法は、規則充填物への流
下液の流下態様を定めるために、適宜採用できる。
【００５０】
　図１７に排煙脱硫気液接触塔の他の設置事例として、船舶用脱硫装置を示す。本事例で
は、船舶６０に搭載された船舶エンジン６１から排出された排ガスを本発明の排煙脱硫装
塔５０Ａを用いて処理するものである。船舶１を駆動する船舶エンジン（ディーゼルエン
ジン塔）、船舶エンジン６１の排気ガスを処理する海水排煙脱硫塔５０Ａ、海水排煙脱硫
塔５０Ａに海水を供給する吸水ポンプ６２、海水中の海生生物を除去するスクリーン６３
、排煙脱硫塔５０Ａで処理された排ガスを大気に排出する排ガスフアン６８，煙突６４、
海水排煙脱硫塔５０Ａで硫黄酸化物を吸収した海水を貯留する海水貯留タンク６５、その
中の夾雑物を除去する廃水処理装置６６、および流出管路６７を備える。
【００５１】
　海水排煙処理塔は、第１の実施例と構造は同じである。ディーゼルエンジンの燃焼排ガ
スと、海水とを接触させることで燃焼排ガス中の硫黄酸化物を海水中に吸収させる。
硫黄酸化物を吸収した海水は、排出管路６７と通じて海へ放出される。
【００５２】
　本発明で開示した海水法排煙脱硫装置は、排ガス中の硫黄分を吸収する脱硫処理のみな
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らず、塩化水素を水に吸収させ塩酸を回収する設備や、排ガス中の窒素酸化物を海水に吸
収し、除去する設備など、公知の吸収プロセスに応用できる。さらに廃水中の有機物を空
気やスチームでガス中に放散させる放散プロセスにも適用可能である。
【符号の説明】
【００５３】
１・・・気液接触塔
２・・・供給口
３・・・供給管
４・・・ノズル
５・・・多孔板（モレタナ）
５ａ・・・開口
６・・・排気口
２０・・・規則充填物（構造充填物）
Ｇ・・・排ガス
ＴＧ・・・処理排ガス
ＳＷ・・・新鮮な海水
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　竪向きの塔内に、横断面に関し実質的に均等な流通路を有する規則充填物を設け、これ
より下方において塔内にガスを吹込み、塔内を吹き上がるようになし、
　前記規則充填物上方に実質的に均等配置の多数の開口を有する多孔板を設け、その多孔
板の上方に多孔板上面に対し海水を分散供給する海水分散供給手段を設け、
　吹き上がる被処理ガスと、下降する海水とを気液接触させ、被処理ガスを処理するよう
にしたことを特徴とする排煙脱硫装置。
【請求項２】
　海水分散供給手段は、海水を多孔板に供給する複数の開口を有し、前記開口の少なくと
も一部は、当該開口中心が前記多孔板の開口と鉛直方向に一致している請求項１記載の排
煙脱硫装置。
【請求項３】
　海水分散供給手段は、供給管とこれに連通する複数の下向きの供給ノズルを含み、前記
供給ノズルは２個／ｍ2～５０個／ｍ2の割合で分散配置されている請求項１又は２記載の
排煙脱硫装置。
【請求項４】
　海水分散供給手段は、供給管とこれに連通する複数の下向きの供給ノズルを含み、前記
供給ノズルは、口径が５０～１５０ｍｍであり、供給ノズル１個からの流下投影面積中に
多孔板の開口が６個～１３５個含まれる位置に設けられた請求項１又は２記載の排煙脱硫
装置。
【請求項５】
　前記海水供給手段は供給管と、供給管と連通する、口径が５０～１５０ｍｍである複数
の供給ノズルを備え、かつ、前記多孔板の開口径は、５～２０ｍｍであることを特徴とす
る請求項１記載の海水法排煙脱硫装置。
【請求項６】
　竪向きの塔内に、横断面に関し実質的に均等な流通路を有する規則充填物を設け、これ
より下方において塔内にガスを吹込み、塔内を吹き上がるようになし、
　前記規則充填物上方に実質的に均等配置の多数の開口を有する多孔板を設け、その多孔
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板の上方に多孔板上面に対し海水を分散供給する海水分散供給手段を設け、
　多孔板上には、海水により液層が形成され、前記規則充填物では
吹き上がる前記ガスと、下降する海水とを接触させ、被処理ガスを処理することを特徴と
する排煙脱硫方法。
【請求項７】
　海水分散供給手段は、海水を多孔板に供給する多数の開口を有し、前記開口の少なくと
も一部は、当該開口中心が前記多孔板の開口と鉛直方向に一致している請求項６記載の排
煙脱硫方法。
【請求項８】
　多孔板の開口径は、５～２０ｍｍであり、かつ、開口率は２５～６０％である請求項６
又は７記載の排煙脱硫方法。
【請求項９】
　多孔板の開口数は、３０００個／ｍ2～７８００個／ｍ2である請求項６記載の排煙脱硫
方法。
【請求項１０】
　海水分散供給手段は、供給管とこれに連通する多数の下向き供給ノズルを含み、供給ノ
ズルは２個／ｍ2～５０個／ｍ2の割合で分散配置されている請求項６記載の排煙脱硫方法
。
【請求項１１】
　海水分散供給手段は、供給管とこれに連通する多数の下向き供給ノズルを含み、その供
給ノズルは口径が５０～１５０ｍｍであり、供給ノズル１個からの流下投影面積中に多孔
板の開口が６個～１３５個含まれる位置に設置され、供給ノズル先端の流速が２．０～３
．０ｍ／秒である請求項６記載の排煙脱硫方法。
【請求項１２】
　塔内に吹込まれ吹き上がる前記ガスの空塔速度を２．０ｍ／秒～３．２ｍ／秒とし、前
記規則充填物直上での海水の流下速度が２．０ｍ／秒以上である請求項６記載の排煙脱硫
方法。
【請求項１３】
　前記規則充填物の高さ方向中間には、下方から吹き込まれるガスの斜め流通路を多数有
し、かつ、少なくとも上端部に、前記斜め流通路を通る斜め上昇ガスを竪向きに上昇させ
る流通路を有する請求項６記載の排煙脱硫方法。
【請求項１４】
　前記規則充填物の高さ方向流通路の最小通過径が１０～３０ｍｍである請求項６記載の
排煙脱硫方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】

【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１７
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１７】
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